
基本方向１ 男女平等参画を阻害するあらゆる暴力の根絶
基本方向２ みんなが安心して暮らせる環境の整備
基本方向３ 生涯にわたる健康づくりの推進

決算額 予算額

目標 基本
方向

施策
方向

うち一財 うち一財

Ⅲ 1 (1) 男女平等参画を阻害す
る暴力根絶に対する取
組の充実

暴力を防ぐための関係法令を適用した厳
正な対処及び被害者への支援

53 暴力を防ぐための関係法令を適用した厳
正な対処及び被害者への支援

関係法令を適用した厳正な取締り及び暴
力の制止、被害者の保護その他の被害の
防止措置を講ずる。

・配偶者からの暴力に係る違法行為を検
挙した。
・被害者等の安全確保を最優先とした保
護及び援助その他被害防止措置を講じ
た。

－ － ・配偶者からの暴力に係る違法行為の取
締り
・被害者の安全確保を最優先とした保護
及び援助その他被害の防止

－ －

道警
子供・女性
安全対策課

Ⅲ 1 (1) 男女平等参画を阻害す
る暴力根絶に対する取
組の充実

暴力を防ぐための関係法令を適用した厳
正な対処及び被害者への支援

53 ○生活安全警察費（防犯運営費） 配偶者からの暴力の防止に関する広報啓
発及び被害者等の安全確保を最優先とし
た保護対策を講ずる。

・道警察のホームページに配偶者からの
暴力の防止対策等を掲出した。
・被害者等の一時避難に係る公費負担、
緊急通報装置等を活用した被害者の保護
対策を講じた。

9,701 5,007 ・道警察のホームページに配偶者からの
暴力の防止対策掲出等の広報啓発
・被害者等の一時避難に係る公費負担、
緊急通報装置等を活用した被害者の保護
対策

9,385 4,857

道警 子供・女性
安全対策課

○配偶者暴力被害者支援対策費（一時保
護委託費・関係機関ネットワーク形成費・
職務関係者研修費・民間シェルター活動
強化事業費補助金・夜間休日相談実施事
業）

道立女性相談援助センター、本庁、各（総
合）振興局に「配偶者暴力相談支援セン
ター」機能を付与し、一時保護や相談体制
などの充実を図るほか、民間シェルターへ
の支援や関係機関相互の連携を図るため
の会議を開催し、総合的な被害者支援対
策を行う。

・一時保護業務の民間シェルター等への
委託（12か所）
・関係機関連携会議の開催(各（総合）振
興局)
・「DV被害者の早期発見と対応に関する
全道セミナー」及び「若年層における交際
相手からの暴力に関する全道セミナー」の
開催（11/1)
・DV被害者を支援する活動に対する助成
・平日夜間及び休日に係る電話相談の実
施

44,092 26,888 ・一時保護業務の民間シェルター等への
委託（12か所）
・女性相談援助関係機関等連絡会議の開
催
・関係機関連携会議の開催(各（総合）振
興局)
・DV全道セミナーの開催
・DV被害者を支援する活動に対する助成
・平日夜間及び休日に係る電話相談の実
施

45,911 27,639

環境生活部 道民生活課

○女性相談援助センター管理費 配偶者暴力防止法及び売春防止法に基
づく、保護又は自立のための援助を必要
とする女性に係る相談、一時保護等を行
うことにより、その福祉の増進を図る。(設
置場所：札幌市)

　・相談、医学的、心理学的、職能的判定
　・一時保護、収容保護
　・必要な調査、指導

52,627 28,069 　・相談、医学的、心理学的、職能的判定
　・一時保護、収容保護
　・必要な調査、指導

53,582 28,694

環境生活部 道民生活課

Ⅲ 1 (1) 男女平等参画を阻害す
る暴力根絶に対する取
組の充実

男女平等参画に関する教育の充実及び
意識啓発

53 性犯罪や売買春、ストーカー行為などあら
ゆる暴力に対し、暴力の予防と根絶に向
けた啓発活動。特にデートDV防止のため
の啓発活動の充実

関係部局等と連携し、性犯罪や暴力等の
予防と根絶に向けて広く意識啓発に努め
る。また、デートDV防止に関する資料の
活用促進やデートDV等に関する各種研修
会への参加促進等を行う。

・デートＤＶ等に関する各種研修会開催の
周知
・生徒指導関連の各種研修会等における
デートＤＶに関する資料の配布

- - ・デートＤＶ等に関する各種研修会開催の
周知
・生徒指導関連の各種研修会等における
デートＤＶに関する資料の配布

- -

教育庁
生徒指導・
学校安全課

Ⅲ 1 (1) 男女平等参画を阻害す
る暴力根絶に対する取
組の充実

男女平等参画やＤＶに関する教職員を対
象とした研修の実施

53 児童生徒の健康課題解決に向けた研修
事業費

性や薬物乱用の健康課題に関して講義や
演習を行い、教職員の性に関する指導及
び薬物乱用防止教育に係る指導力の向
上を図るとともに、保護者や関係機関と情
報を共有し、学校、家庭、地域が一体と
なった性に関する指導及び薬物乱用防止
教育を推進する。

・性教育研究協議会兼薬物乱用防止教育
研究協議会の開催（参加者：小・中・高等
学校・中等教育学校・義務教育学校・特別
支援学校の教職員、PTA、保健所等の関
係機関の職員・薬物乱用防止教育関係者
等　136人）

609 609 ・教職員等を対象とした各種研修会にお
ける性に関する指導や薬物乱用防止教育
に関する情報提供や資料等の配布
・性教育研究協議会兼薬物乱用防止教育
研究協議会は令和２年度から隔年実施

－ －

教育庁 健康・体育
課

Ⅲ 1 (1) 男女平等参画を阻害す
る暴力根絶に対する取
組の充実

性犯罪等被害者の相談及び被害申告を
促進するため、警察における被害者相談
窓口の広報及び相談体制の充実

53 ○犯罪被害者支援経費 性犯罪等被害者が警察に対し相談や被
害申告をしやすい環境を整備するため、
警察本部や各方面本部に性犯罪被害110
番（フリーダイヤル）窓口を設置し、「性犯
罪等110番利用カード」の作成・配布によ
り、同相談窓口の利用を促進する。

・性犯罪被害110番　受理件数：79件
・相談電話利用カード　作成枚数：2000枚

214 107 ・性犯罪被害110番の設置・運用
・相談電話利用カード作成・配布

140 70

道警 警務課

Ⅲ 1 (1) 男女平等参画を阻害す
る暴力根絶に対する取
組の充実

犯罪被害者等の相談対応など総合的な
支援の充実

53 ○地域安全推進事業費（犯罪被害者等支
援推進事業費）

犯罪被害者等への総合的な支援を行うた
め、民間の犯罪被害者支援団体と連携し
た相談業務を行うほか、道民意識の高揚
のための普及啓発事業などを行う。

・「北海道被害者相談室」への総合相談業
務の委託
・「性暴力被害者支援センター北海道」の
設置・運営（委託）
・北海道犯罪被害者等支援条例周知チラ
シによる広報啓発（12月）
・北海道犯罪被害者等支援・人権フォーラ
ムの開催（11月）
・犯罪被害者のための無料相談会の開催
（11月）
・北海道犯罪被害者等支援懇談会の運営
・性暴力被害者支援センター北海道
（SACRACH）リーフレットの配布
・北海道性暴力被害者等公費負担制度の
開始

5,459 3,684 ・「北海道被害者相談室」への総合相談業
務の委託
・「性暴力被害者支援センター北海道」の
設置・運営（委託）
・北海道犯罪被害者等支援条例周知チラ
シによる広報啓発（12月）
・北海道犯罪被害者等支援・人権フォーラ
ムの開催（11月）
・犯罪被害者のための無料相談会の開催
（11月）
・北海道犯罪被害者等支援懇談会の運営
・性暴力被害者支援センター北海道
（SACRACH）リーフレットの配布
・北海道性暴力被害者等公費負担制度の
実施

7,971 5,161

環境生活部 道民生活課

Ⅲ 1 (1) 男女平等参画を阻害す
る暴力根絶に対する取
組の充実

労働問題セミナー等によるセクハラ防止
に関する意識啓発

53 ○ゆとり推進費（中小企業労働福祉推進
事業費） ○ Ⅱ 2 (3) 経済部 雇用労政課

Ⅲ 1 (1) 男女平等参画を阻害す
る暴力根絶に対する取
組の充実

外国版リーフレットの活用など日本語の理
解が十分でない外国人被害者への啓発
の充実

53 普及啓発資料による啓発 外国語版リーフレットを活用した啓発 外国語版リーフレットの適宜配付 － － 外国語版リーフレットの適宜配付 － －
環境生活部 道民生活課

具体的な取組
掲
載
頁

施策の方向

男女平等参画を阻害す
る暴力根絶に対する取
組の充実

被害者の適切な保護及び自立支援

目標Ⅲ　安心して暮らせる社会の実現

第3次基本計画計画　施策の方向等 該当施策・事業、取組内容

目標

基
本
方
向

施策・取組名

（予算・決算額　単位：千円）

課

令和元年度（2019年度）実績 令和２年度（2020年度）予定 所管

備考
取組実績

前掲

取組予定 部局
事業の概要

再掲

53Ⅲ 1 (1)

1 /5



決算額 予算額

目標
基本
方向

施策
方向

うち一財 うち一財
具体的な取組

掲
載
頁

施策の方向

第3次基本計画計画　施策の方向等 該当施策・事業、取組内容

目標

基
本
方
向

施策・取組名
課

令和元年度（2019年度）実績 令和２年度（2020年度）予定 所管

備考
取組実績

前掲

取組予定 部局
事業の概要

再掲

○配偶者暴力被害者支援対策費（一時保
護委託費・関係機関ネットワーク形成費・
職務関係者研修費・民間シェルター活動
強化事業費補助金・夜間休日相談実施事
業）

○

同上

環境生活部 道民生活課

○配偶者暴力被害者支援対策事業費（男
女平等参画推進員設置費）

配偶者暴力被害者の相談対応など被害
者支援の充実を図るため、男女平等参画
推進員を設置する。

男女平等参画推進員の設置（各（総合）振
興局に１名）

12,194 12,194 男女平等参画推進員の設置（各（総合）振
興局に１名）

13,099 13,099

環境生活部 道民生活課

○女性相談援助対策事業費（女性相談援
助推進費）

女性相談援助センターにおいて、要保護
女子の発見、相談・指導や同伴児等への
対応を行うとともに、保護又は自立のため
の援助を必要とする女性の相談援助の効
果的な推進を図るための研修を行う。

・婦人相談員の設置（4名）
・保育指導員の設置（1名）
・女性相談関係職員研修会の開催（Ｒ
１.11.１札幌市）

8,900 6,352 ・婦人相談員の設置（4名）
・保育指導員の設置（1名）
・女性相談関係職員研修会の開催

12,762 8,310

環境生活部 道民生活課

Ⅲ 2 (1) 貧困など生活上の困難
に直面している人々へ
の支援

技能習得、就業情報の提供など就業支援
の充実

55 ○ひとり親等支援対策費（母子家庭等就
業・自立支援センター事業費）

就業に関する相談､技能習得､就業情報
提供に至るまでの一貫した就労支援サー
ビスを提供するとともに､地域生活や養育
費に関する専門的な相談等を行い､母子
家庭の母などの自立を支援。

実施箇所：６か所
（道央圏、道南圏、道北圏、オホーツク
圏、十勝圏、釧路・根室圏）

33,260 15,911 実施箇所：６か所
（道央圏、道南圏、道北圏、オホーツク
圏、十勝圏、釧路・根室圏）

35,421 15,911

保健福祉部 子ども子育
て支援課

Ⅲ 2 (1) 貧困など生活上の困難
に直面している人々へ
の支援

関係職員の研修など相談機能の充実 55 母子・父子自立支援員研修等の開催 関係職員を対象とした研修を実施。 母子・父子自立支援員研修会の開催（10
月）

－ － 東北・北海道ブロック母子父子寡婦福祉
事務担当者会議の開催（年１回、10月開
催予定）

－ －
保健福祉部 子ども子育

て支援課

Ⅲ 2 (1) 貧困など生活上の困難
に直面している人々へ
の支援

母子父子寡婦福祉貸付金による生活・経
済的支援

55 ○母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別
会計（貸付事業費）

ひとり親家庭等の経済的自立を支援し、
扶養している児童の福祉の増進を目的と
した資金の貸付けを行う。

貸付件数　1,223件（R01） 689,406 0 貸付件数　1,512件（R02見込み） 784,240 0
保健福祉部 子ども子育

て支援課

Ⅲ 2 (1) 貧困など生活上の困難
に直面している人々へ
の支援 高校生等奨学給付金の支給

55 ○私立高等学校等就学支援事業費
 （奨学のための給付金）

高校生等がいる道府県民税所得割額及
び市町村民税所得割額が非課税である
世帯に対し、奨学のための給付金を支給
する。

私立高校生等に奨学のための給付金を
支給。　支給人数：5,556名　支給額合計：
507,100,300円

507,191 338,158 私立高校生等に奨学のための給付金を
支給する。

669,194 410,782

総務部 学事課

Ⅲ 2 (1) 貧困など生活上の困難
に直面している人々へ
の支援 高校生等奨学給付金の支給

55 公立高等学校等就学支援事業
　（奨学のための給付金）

H26年度に見直された高校授業料の無償
化（所得制限の追加等）に併せ、生活保護
受給世帯及び市町村民税の所得割額が
非課税の世帯に対し、授業料以外の教育
に係る費用を支給する。

受給者数１３，８５９名
（就学支援金の対象校に在学（高校、中等
教育学校（後期課程）、高等専門学校（１
～３学年））

1,154,022 769,349 受給者者見込１４，９６９名
（就学支援金の対象校に在学（高校（専攻
科を含む）、中等教育学校（後期課程）、
高等専門学校（１～３学年））

1,301,134 867,422

教育庁 高校教育課

Ⅲ 2 (1) 貧困など生活上の困難
に直面している人々へ
の支援

非正規労働者の割合の高い産業を対象と
した改善例等の普及啓発による正社員
化、処遇改善の促進

55 ○地域若者就業・定着支援事業（若年非
正規労働者等を対象とした正社員化・処
遇改善の促進）

○ Ⅱ 2 (7) 経済部 雇用労政課 H30で終了

Ⅲ 2 (1) 貧困など生活上の困難
に直面している人々へ
の支援

非正規労働者の割合の高い産業を対象と
した改善例等の普及啓発による正社員
化、処遇改善の促進

55 ○中小企業働き方改革促進事業費（非正
規雇用労働者正社員化等推進事業） ○ Ⅱ 2 (7) 経済部 雇用労政課 R元新規

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

高齢者の生きがいと健康づくりを総合的
に実践するための事業に対する助成

56

○高齢者対策推進費
（明るい長寿社会づくり推進事業費）

高齢者の生きがいと健康づくりのため、各
種活動の推進組織づくり、社会参加活動
の振興のための指導者等養成、仲間づく
り支援、老人週間事業を総合的に実施す
る。

・全道高齢者スポーツ等大会の開催
　５～６月　実施種目12種　参加人員1,037
人
・全国健康福祉祭への選手等の派遣
　年１回（９月）

35,148 14,143 ・全道高齢者スポーツ等大会の開催
・全国健康福祉祭への選手等の派遣
　年１回（11月）

30,679 6,090

保健福祉部 高齢者保健
福祉課

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

公益社団法人北海道シルバー人材セン
ター連合会に対する補助

56 ○高年齢者労働能力活用事業費補助金 シルバー人材センターの健全育成・設置
推進を図るため、道内シルバー人材セン
ターの指導調整機関である公益社団法人
北海道シルバー人材センター連合会に対
して補助する。

(公社)北海道シルバー人材センター連合
会が実施する普及啓発事業、就業開拓等
事業及び交流研修事業等に対して補助し
た。

7,340 7,340 (公社)北海道シルバー人材センター連合
会が実施する事業に対して補助する。

7,120 7,120

経済部 雇用労政課

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

高齢者パネル展などの広報啓発の実施 56 高年齢者就業促進パネル展 高年齢者の方々が安心して働き続けるた
めの職場改善事例や道内のシルバー人
材センター事業を紹介するパネル展等の
展示、シルバー人材センター製作製品の
販売を行う。

高年齢者雇用開発コンテスト受賞事例や
シルバー人材センター事業に関するパネ
ルやポスターの展示、シルバー人材セン
ター作品展示等により高齢者の就業に関
する普及啓発を行った。

- - 高年齢者就業促進パネル展 - -

経済部 雇用労政課

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

障がい者パネル展などの広報啓発の実
施

障がい者雇用促進パネル展 障がいのある方々がその能力を最大限に
発揮し、職業を通じて社会参加できる環境
を築くために必要となる障がい者雇用に
対する理解を深めていくため、障がいのあ
る方々の雇用の現状等を紹介するパネル
展を行う。

障がい者雇用促進月間（9月）のＰＲ、障害
者就業・生活支援センター、北海道職業
能力開発校などの業務紹介パネルの展
示、北海道労働局や独立行政法人高障
機構と連携し障がい者雇用制度の普及啓
発を行った。

- - 障がい者雇用促進パネル展 - -

経済部 雇用労政課

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

ユニバーサルデザインの視点に立った公
営住宅の整備

56 道営住宅整備事業 ユニバーサルデザインの視点に立った公
営住宅の整備推進

〇道営住宅事業（建設費）
（ユニバーサルデザインの視点に立った道
営住宅
　R1年度建設：6市町6団地で建設）

6,167,196 597,436 〇道営住宅事業（建設費）
（ユニバーサルデザインの視点に立った道
営住宅
　R2年度建設：6市町6団地で建設）

6,231,000 19,911

建設部 住宅課

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

地域リハビリテーション支援体制の整備、
在宅医療、家庭看護の基盤整備

56 ○地域リハビリテーション支援体制推進事
業

地域が主体となり、保健・医療・福祉、介
護が連携し、必要とする住民に対し、適切
なリハビリテーションが提供されるよう支
援する。

 北海道リハビリテーション支援センターの
運営等

1,252 1,252  北海道リハビリテーション支援センターの
運営等

1,225 1,225

保健福祉部 障がい者保
健福祉課

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

地域リハビリテーション支援体制の整備、
在宅医療、家庭看護の基盤整備

56 ○医療対策費（小児等在宅医療連携拠点
事業）

長期の療養が必要な児等が、在宅医療や
療育、短期入所等の福祉サービスなどの
支援を身近な地域で受けられるよう、全道
的な課題や方策についての検討を全道単
位の取組で進め、各地域での資源の把握
や顔の見える連携づくりを各地域の取組
で実施する。

・北海道小児在宅医療推進協議会等によ
る協議等の実施（全道単位　年１回、圏域
単位では既存会議に併せて実施）
・小児等在宅医療連携拠点事業（全道事
業）
・小児等在宅医療連携拠点事業（地域モ
デル事業）2圏域

12,596 0 ・北海道小児在宅医療推進協議会等によ
る協議等の実施
・小児等在宅医療連携拠点事業（全道事
業）
・小児等在宅医療連携拠点事業（地域モ
デル事業）

17,357 0

保健福祉部 地域医療課

53Ⅲ 1 (1) 男女平等参画を阻害す
る暴力根絶に対する取
組の充実

関係職員の研修及び相談体制の充実

当初予算：569,945（うち一財：380,016）
1臨補正分：46,149（うち一財：30,766）
2定追加補正分：53,100（うち一財：0）
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頁
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第3次基本計画計画　施策の方向等 該当施策・事業、取組内容

目標

基
本
方
向

施策・取組名
課

令和元年度（2019年度）実績 令和２年度（2020年度）予定 所管
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取組予定 部局
事業の概要

再掲

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

地域リハビリテーション支援体制の整備、
在宅医療、家庭看護の基盤整備

56 ○医療対策費（在宅医療提供体制強化事
業）

高齢化の進行や地域医療構想の推進に
よる病床の機能分化・連携の促進により、
医療需要の増加が見込まれることから、
在宅医療の一層の推進のために各地域
における取組の強化を図る。

・在宅医療グループ診療運営事業
　在宅医や在宅医療未経験の医療機関
がグループを編成し、代診、急変時の受
入を行う病床の確保、テーマ別研修等に
要する経費を補助　　14グループ
・在宅医療を担う医療機関が少ない地域
における代診、急変時の受入病床確保等
への支援　１カ所
・訪問看護ステーション設置促進等
　訪問看護ステーションがない（少ない）地
域に自ら設置する市町村への初度設備、
運営経費等の支援　　7カ所
・訪問診療用ポータブル機器等整備事業
　訪問診療に使用する医療機器等の購入
経費を支援　　53カ所

93,655 0 ・在宅医療グループ診療運営事業
　（代診、急変時に受入を行う病床の確保
等への支援）
・在宅医療を担う医療機関が少ない地域
における代診、急変時の受入病床確保等
への支援
・訪問看護ステーション設置促進等
　（訪問看護ステーション設置に係る初度
設備、運営経費等の支援）
・訪問診療用ポータブル機器等整備事業
　（訪問診療に使用する医療機器等の購
入経費の支援）

190,111 0

保健福祉部 地域医療課

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

訪問介護や機能訓練などの介護予防、健
康づくりの推進

56 ○介護保険対策費
（介護予防・生活支援サービス等充実支
援事業費

市町村が多様な介護予防・生活支援サー
ビスを充実できるよう、生活支援コーディ
ネーターを養成するとともに、自立支援・
重度化防止に向けた介護予防の取組を
促進する。

・生活支援コーディネーター養成研修の開
催
基礎編：１回
応用編：１２回
・アクティブシニア活躍支援セミナーの開
催　12カ所

14,205 0 ・生活支援コーディネーター養成研修の開
催
基礎編：1回
応用編：14カ所
・アクティブシニア活躍支援セミナーの開
催　14カ所

29,542 0

保健福祉部
高齢者保健
福祉課

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

介護職員、看護師、保健師等の人材の確
保及び資質の向上

56 〇人材育成対策費（介護職員等研修事業
費）

【H30】
介護従事者や民生委員・児童委員等を対
象に、業務遂行上必要な研修等を実施す
ることで、その資質向上を図る。
【R1】
介護従事者等を対象に、業務遂行上必要
な件数等を実施することで、その資質向
上を図る。

・介護従事者の資質向上研修等：17研修 70,718 0 ・介護従事者の資質向上研修等：17研修 71,438 0

保健福祉部 地域福祉課

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

介護職員、看護師、保健師等の人材の確
保及び資質の向上

56 【H30】〇人材育成対策費（介護職員等研
修事業費）
【R1】〇地域福祉推進事業費（民生委員研
修事業費）

【H30】介護従事者や民生委員・児童委員
等を対象に、業務遂行上必要な研修等を
実施することで、その資質向上を図る。
【R1】民生委員・児童委員等を対象に、業
務遂行上必要な研修等を実施すること
で、その資質向上を図る。

・民生委員・児童委員の資質向上研修等：
新任研修（11回）、専門研修(14回）

7,442 3,721 ・民生委員・児童委員の資質向上研修等：
新任研修（９回）、専門研修（14回）

6,249 3,125

保健福祉部 地域福祉課

R元新規
（上記「介護職
員等研修事
業」がR元年
度から予算事
業が分かれた
もの）

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

介護職員、看護師、保健師等の人材の確
保及び資質の向上

56 ○介護保険対策費（介護事業者協同化促
進事業費）

介護事業者の人材確保・資質向上を図る
ため、介護事業を行う事業協同組合設立
の促進・支援を行い、協同化のスケールメ
リットによる働きやすい職場環境の整備を
促進する。

・介護事業者協同化設立に係る説明会
　道内７カ所

165,120 0

保健福祉部 高齢者保健
福祉課

令和元年度
(2019年度)で
終了

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

介護職員、看護師、保健師等の人材の確
保及び資質の向上

56 ○看護職員確保対策費（看護職員研修事
業費）

地域包括ケアシステムの構築と在宅医療
の推進に向け、看護管理者の指導力の強
化を図る。

・企画検討会（研修の企画、評価）の開催　8
回
・課題別研修会の開催　9回（297名受講）
・地域別研修会の開催22回（1,118名受講）

9,448 0 ・企画検討会（研修の企画、評価）の開催
・課題別研修会の開催
・地域別研修会の開催

9,851 0

保健福祉部 医務薬務課

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

高齢者虐待防止・相談支援センターにお
ける相談

56 ○高齢者対策推進費
（高齢者虐待防止・相談支援センター運営
事業費）

北海道高齢者総合相談・虐待防止セン
ターにおいて、高齢者及びその家族等の
相談に応じるととともに、市町村の相談体
制や高齢者虐待防止、身体拘束廃止の
取り組みを総合的に支援する。

①高齢者虐待防止推進委員会の開催
・本委員会年2回開催
・高齢者虐待防止推進部会年４回開催
・身体拘束ゼロ作戦推進部会年１回開催
②高齢者虐待に関する相談・助言の実施
・相談実績212件
③高齢者虐待防止推進研修会の開催
・施設編年４回開催・在宅編年１回開催
④高齢者虐待防止のための情報提供・広
報の実施
・リーフレットの作成と配布・事例集の作成
と配布・ホームページの運用

22,959 11,480 ①高齢者虐待防止推進委員会の開催
・本委員会年2回開催
・高齢者虐待防止推進部会年４回開催
・身体拘束ゼロ作戦推進部会年１回開催
②高齢者虐待に関する相談・助言の実施
③高齢者虐待防止推進研修会の開催
・施設編年４回開催・在宅編年１回開催
④高齢者虐待防止のための情報提供・広
報の実施
・リーフレットの作成と配布・事例集の作成
と配布・ホームページの運用

22,959 11,480

保健福祉部 高齢者保健
福祉課

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

障がい者関連施策の計画的な推進 56 ○障がい者対策推進事業費（障がい者が
暮らしやすい地域づくり委員会運営事業
費）

障がい者及び障がい児の権利の擁護、虐
待を受けることのない地域づくりを推進す
るための体制の整備

・地域づくり推進本部の開催（１回）
・地域づくり推進本部調査部会の開催(１
回）
・道内１４圏域における地域づくり委員会
の開催

5,773 5,773 ・地域づくり推進本部の開催
・道内１４圏域における地域づくり委員会
の開催

9,839 9,839

保健福祉部 障がい者保
健福祉課

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

ＬＧＢＴ等に関する人権教育の充実やリー
フレットを活用した啓発活動の推進

56 LGBT等に関する啓発冊子等を活用した
啓発の推進

ＬＧＢＴ等を理由とする偏見や差別をなくし
ていくため、啓発を行うとともに、教職員向
けの研修など、学校での人権教育の充実
を図る。

・ＬＧＢＴフォーラムの開催（１２月）
・ＬＧＢＴ等に関する啓発冊子等を活用した
啓発の推進

1,877 179 ・ＬＧＢＴフォーラムの開催
・ＬＧＢＴ等に関する啓発冊子等を活用した
啓発の推進

979 0

環境生活部 道民生活課
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決算額 予算額

目標
基本
方向

施策
方向

うち一財 うち一財
具体的な取組

掲
載
頁

施策の方向

第3次基本計画計画　施策の方向等 該当施策・事業、取組内容

目標

基
本
方
向

施策・取組名
課

令和元年度（2019年度）実績 令和２年度（2020年度）予定 所管

備考
取組実績

前掲

取組予定 部局
事業の概要

再掲

Ⅲ 2 (2) 高齢者、障がい者等が
安心して暮らせる環境
の整備

教職員向けの指導資料の作成、スクール
カウンセラーを対象とした研修の実施

56 ○いじめ等対策総合推進事業費（教育カ
ウンセリング推進費）

いじめや不登校等生徒指導上の諸課題
の解決や児童生徒の心の問題に関する
悩みや相談に適切に対応するため、市町
村教育委員会等の教育相談担当者やス
クールカウンセラー等を対象とした研修会
を実施する。

・「北海道いじめ問題等解決支援外部専
門家チーム連絡協議会」兼「スクールカウ
ンセラー連絡協議会」兼「生徒指導担当指
導主事等研修会」の開催
・教育相談員セミナーの開催（全道３地
区）

519 519 ・「スクールカウンセラー連絡協議会」の開
催
・教育相談員セミナーの開催（全道５地
区）

658 658

教育庁 生徒指導・
学校安全課

Ⅲ 3 (1) 生涯を通じた健康支援
の推進

道民の健康づくりの推進 58 ○道民の健康づくり推進事業費
　（※うち、R01たばこ対策分は別掲）

健康増進に関する知識の普及や健康増
進事業実施者に対する技術的援助等を行
い、本道の生活習慣病等の対策を推進す
る。

・食生活、運動等の講演会、セミナー、パ
ネル展等の実施　道立保健所26箇所
・市町村健康増進計画策定・推進支援等
計画策定率78.2％

2,762 2,321 ・食生活、運動等の講演会、セミナー、パ
ネル展等の実施
・市町村健康増進計画策定・推進支援等

4,469 4,036

保健福祉部 地域保健課

Ⅲ 3 (1) 生涯を通じた健康支援
の推進

道民の健康づくりの推進 58 ○道民の健康づくり推進事業費
○受動喫煙防止対策推進事業費

【R2】○受動喫煙防止対策等推進事業費

（同上）
・受動喫煙の防止に関する説明会等
・「No-Tobacco展」の開催
・未成年者喫煙防止講座
・若年女性等に対する禁煙相談・指導

7,345 3,673 ・北海道受動喫煙防止条例の普及啓発
・受動喫煙の防止に関する説明会等
・「No-Tobacco展」の開催
・未成年者喫煙防止講座
・若年女性等に対する禁煙相談・指導

20,080 10,040

保健福祉部 地域保健課

R2～「○受動
喫煙防止対策
等推進事業
費」に一本化

Ⅲ 3 (1) 生涯を通じた健康支援
の推進

喫煙、食生活や運動不足など生活習慣の
改善の推進

58 ○道民の健康づくり推進事業費
○

（同上）
保健福祉部 地域保健課

Ⅲ 3 (1) 生涯を通じた健康支援
の推進

喫煙、食生活や運動不足など生活習慣の
改善の推進

58 ○道民の健康づくり推進事業費
○受動喫煙防止対策推進事業費

【R2】○受動喫煙防止対策等推進事業費 ○

（同上）

・受動喫煙の防止に関する説明会等
・「No-Tobacco展」の開催
・未成年者喫煙防止講座
・若年女性等に対する禁煙相談・指導

7,345 3,673
・北海道受動喫煙防止条例の普及啓発
・受動喫煙の防止に関する説明会等
・「No-Tobacco展」の開催
・未成年者喫煙防止講座
・若年女性等に対する禁煙相談・指導

20,080 10,040

保健福祉部 地域保健課

R2～「○受動
喫煙防止対策
等推進事業
費」に一本化

Ⅲ 3 (1) 生涯を通じた健康支援
の推進

健康診断、がん検診、保健指導、相談体
制の充実

58 ○健康増進事業費補助金 生活習慣病予防と介護予防を通じ、全て
の道民の健康を確保するため、健康増進
法に基づき市町村が実施する各種保健事
業に要する経費に対し補助する。

・健康教育　166市町村　延べ79,721人
・健康相談　165市町村　延べ59,045人
・健康診査　142市町村　2,435人
・訪問指導　155市町村　延べ12,042日
・肝炎検査　168市町村　18,434人
　などを実施

153,631 72,886 ・健康教育　166市町村
・健康相談　165市町村
・健康診査　142市町村
・訪問指導　155市町村
・肝炎検査　168市町村　などを実施予定
（実施計画取りまとめ前のためR1の実績
数）

156,346 63,527

保健福祉部 地域保健課

Ⅲ 3 (1) 生涯を通じた健康支援
の推進

健康診断、がん検診、保健指導、相談体
制の充実

58 ○がん対策等推進事業費 がんに負けない社会の実現を目指し、が
ん治療に携わる医療従事者の資質向上
のための研修の実施、がん患者の就労支
援、がん対策に係る企業の取組促進など
を図る。

・就労支援研修会　4回開催 延べ155名
・がん対策サポート企業登録 延べ74件

22,205 20,110 ・就労支援研修会　4回予定
・がん対策サポート企業登録　増加を目指
す

30,320 26,594

保健福祉部 地域保健課

Ⅲ 3 (1) 生涯を通じた健康支援
の推進

地域スポーツの振興や総合型地域スポー
ツクラブの普及、育成

58 ○スポーツ王国北海道事業費（地域ス
ポーツ支援事業）

地域スポーツの振興や総合型地域スポー
ツクラブの普及、育成

総合型スポーツクラブ会議の開催：年1回 153 153 総合型スポーツクラブ会議の開催：年1回 256 51
環境生活部 スポーツ振

興課

Ⅲ 3 (1) 生涯を通じた健康支援
の推進

女性特有の健康上の悩みなどに対応する
女性健康相談の充実

58 ○母子保健対策事業費（女性と子どもの
健康支援対策事業費（女性の健康サポー
トセンター））

道立保健所に設置する「女性の健康ｻﾎﾟｰ
ﾄｾﾝﾀｰ」において、思春期の性感染症・不
妊･子育ての悩み･更年期など､女性特有
の様々な健康上の課題に対応できるよう
相談体制の充実を図る。

道立保健所（26か所）に相談窓口を設置 1,415 731 道立保健所（26か所）に相談窓口を設置 1,835 925

保健福祉部 子ども子育
て支援課

Ⅲ 3 (1) 生涯を通じた健康支援
の推進

保健関係機関や健康づくりの拠点施設の
整備

58 〇医療対策費（へき地医療対策事業費補
助金）

国のへき地保健医療対策実施要綱に基
づく各種事業を実施し、無医地区等へき
地の住民の医療の確保と充実を図る。

へき地診療所等運営費補助　5件
へき地診療所等施設・設備整備費補助
12件

88,573 9,027 へき地診療所等運営費補助
へき地診療所等施設・設備整備費補助

118,769 9,451

保健福祉部 地域医療課

Ⅲ 3 (1) 生涯を通じた健康支援
の推進

ホームページやリーフレットなどでＨＩＶ／
エイズや性感染症に関する正しい知識の
普及啓発を実施

58 ○感染症対策事業費（エイズ予防対策推
進事業費）

　性感染症に関する正しい知識の普及啓
発を図る。

・学校等への性感染症に関する健康教育
の実施
・一般相談の実施（ＨＩＶ：1,019件、梅毒：
161件）
・パネル展、啓発物の配布等

0 0 ・学校等への性感染症に関する健康教育
の実施
・一般相談の実施
・パネル展、啓発物の配布等

0 0

保健福祉部 地域保健課

計画には、「特
に、女性の健康
をおびやかす問
題」と標記されて
いるが、健康被
害は男女に差が
なく、感染に関し
ては男性の方が
多いことから、修
正が必要。（参
考：H30新規感染
者数　ＨＩＶ・ＡＩＤ
Ｓ：男28、女1　梅
毒：男85、女51）

Ⅲ 3 (1) 生涯を通じた健康支援
の推進

薬物乱用根絶に向けた啓発、相談 58 ○覚せい剤乱用防止啓発事業費 各関係機関等と連携し地域に密着した啓
発活動を推進し乱用の未然防止を図ると
ともに、特に、青少年層の再乱用を防止す
るため、保健所における乱用者及び家族
に対する相談業務の実施と 関係機関に
よる支援を行う。

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施
・全道21地区で6・26ヤング街頭キャン
ペーンの実施（625名参加）
・地域団体キャンペーンの実施（240店舗）
○薬物乱用防止教室の実施（130か所）

2,682 2,682 ○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施
・6・26ヤング街頭キャンペーンの実施
・地域団体キャンペーンの実施
○薬物乱用防止教室の実施

2,723 2,723

保健福祉部 医務薬務課

Ⅲ 3 (1) 生涯を通じた健康支援
の推進

喫煙、飲酒防止教育の実施、充実 58 ○道民の健康づくり推進事業費
○

（同上）
保健福祉部 地域保健課

Ⅲ 3 (1) 生涯を通じた健康支援
の推進

喫煙、飲酒防止教育の実施、充実 58 ○道民の健康づくり推進事業費
○受動喫煙防止対策推進事業費

【R2】○受動喫煙防止対策等推進事業費
○

喫煙について、その健康被害に対する正
確な情報、特に女性について胎児や生殖
機能への影響に関する情報を提供すると
ともに、未成年者の喫煙について、学校、
地域が一体となって、その予防を推進す
る。

・受動喫煙の防止に関する説明会等
・「No-Tobacco展」の開催
・未成年者喫煙防止講座
・若年女性等に対する禁煙相談・指導

7,345 3,673 ・北海道受動喫煙防止条例の普及啓発
・受動喫煙の防止に関する説明会等
・「No-Tobacco展」の開催
・未成年者喫煙防止講座
・若年女性等に対する禁煙相談・指導

20,080 10,040

保健福祉部 地域保健課

R2～「○受動
喫煙防止対策
等推進事業
費」に一本化

Ⅲ 3 (2) 妊娠、出産等に関する
健康支援

「女性の健康サポートセンター」による妊
娠、出産、子育てに関する悩みから思春
期の性感染症、更年期の健康の悩みなど
女性の健康上の相談を総合的に対応

61 ○母子保健対策事業費（女性と子どもの
健康支援対策事業費（女性の健康サポー
トセンター））

○ Ⅲ 3 (1) （再掲）

保健福祉部 子ども子育
て支援課

4 /5



決算額 予算額
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方向
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方向

うち一財 うち一財
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掲
載
頁
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本
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課

令和元年度（2019年度）実績 令和２年度（2020年度）予定 所管

備考
取組実績

前掲

取組予定 部局
事業の概要

再掲

Ⅲ 3 (2) 妊娠、出産等に関する
健康支援

市町村が行う妊婦健診の円滑な実施のた
めの支援や、その他母子保健サービスに
対する助言、技術的支援の実施

61 母子保健事業に係る市町村担当者会議
の開催

母子保健事業に関する市町村担当者会
議の開催

道立保健所（26か所）で各１回 - - 道立保健所（26か所）で各１回 - -
保健福祉部

子ども子育
て支援課

Ⅲ 3 (2) 妊娠、出産等に関する
健康支援

不妊専門相談センターによる相談対応、
不妊治療に対する助成

61 ○母子保健対策事業費（女性と子どもの
健康支援対策事業費（不妊専門相談セン
ター））

不妊専門相談センター（委託設置）におい
て、不妊・不育に関する専門的な相談指
導を行う。

相談件数　45件 802 401 相談件数　60件（R2見込み） 806 403
保健福祉部 子ども子育

て支援課

Ⅲ 3 (2) 妊娠、出産等に関する
健康支援

不妊専門相談センターによる相談対応、
不妊治療に対する助成

61 ○母子保健対策事業費（特定不妊治療費
助成事業費）

医療保険が適用されず、高額の医療費が
かかる配偶者間の不妊治療に要する経
費の一部を助成。

助成件数　1,825件 300,503 167,553 助成件数　1,902件（R2見込み） 323,660 169,111
保健福祉部 子ども子育

て支援課

Ⅲ 3 (2) 妊娠、出産等に関する
健康支援

不妊専門相談センターによる相談対応、
不妊治療に対する助成

61 ○母子保健対策事業費（不育症治療費助
成事業費）

流産や死産を２回以上繰り返す不育症の
原因特定のための検査及び治療に要する
高額な医療費に対し助成。

助成件数　77件 3,229 3,229 助成件数　66件（R2見込み） 3,400 3,400
保健福祉部 子ども子育

て支援課
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